
令和６年度 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J YEAR 3)実施要項（令和７年２月改定） 新旧対照表 

 

旧 新 

目次（略） 

第１（略） 

第１－１から第１－１７まで（略） 

第１－１８ 音声データ提供 

（１）（略） 

（２）申請の手続 

ア  受験者又は保護者は、「東京共同電子申請・届出サービス」（以下「電

子申請」という。）により提供を申請する。その際、受験票や身分証

明書など、本人確認ができるものを添付する。ただし、保護者が提供

を申請する場合は、受験票、保護者の本人確認ができるもの及び受験

者と保護者との関係を証明するもの（住民票の写し（マイナンバーの

記載のないもの）など）を添付する。 

      なお、電子申請が利用できない場合の申請手続きについては別途定

める。 

※生徒用マイページは令和７年３月 31 日をもって閉じるため、申請

に必要な受験番号は必ずメモや記録に残しておくこと。 

イ 受験者等は、事業者が作成した音声データ提供用の WEB サイト

（以下「提供サイト」という。）にアップロードされた音声データを

ダウンロードして受領する。提供サイトの URL 及びダウンロードの

ために必要なアクセスキーは、東京都教育委員会から送付する提供開

始通知のメールに添付した資料に記載する。 

第２から第５まで（略） 

目次（現行のとおり） 

第１（現行のとおり） 

第１－１から第１－１７まで（現行のとおり） 

第１－１８ 音声データ提供 

（１）（現行のとおり） 

（２）申請の手続 

ア  保護者は、 「電子申請システム「LoGo フォーム」」（以下「申請フォ

ーム」という。）により、必要事項を入力し、個人情報の取扱い等に

同意の上、音声データ確認の申請をする。 

イ 保護者及び受験者は、ESAT-J 専用ポータルサイトの「保護者用マ

イページ」又は 「生徒用マイページ」にて音声データの確認を行うこ

とができる。音声データの確認が可能となったら、東京都教育委員会

から申請フォームに入力したメールアドレス宛てに通知する。 

      なお、音声データの確認期間は、音声データの確認が可能となって

から令和７年４月３０日までとする。そのため、音声データの確認を

行う保護者及び受験者の ESAT-J 専用ポータルサイトの利用期間は、

令和７年４月３０日までとし、ESAT-J YEAR 3 のテスト運営に必要

な情報（顔写真、電話番号等）、ESAT-J YEAR 1 及び ESAT-J YEAR 2

の成績データ等は、令和７年５月１日に ESAT-J 専用ポータルサイト

上から削除する。 

 

第２から第５まで（現行のとおり） 

 


